
1 

資料２ 
   

 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 

 

件

名 

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業の実施に係る目的外

利用について 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

 

条例の根拠 

 

【諮問】 

◇第 11条第 2項第 5号（目的外利用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（担当部課：子ども家庭部子ども家庭課） 
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事業の概要 

事業名 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業 

担当課 子ども家庭課 

目 的 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業を適正に実施するため 

対象者 以下のすべての要件に該当する者を基本とする。 

①令和元年 11月分の児童扶養手当の支給を受ける父又は母 

②基準日（令和元年 10月 31日）において、これまでに婚姻をしたことがない者（同

日において、事実婚をしていない者又は事実婚の相手方の生死が明らかでない者に

限る。） 

事業内容 令和元年 10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応する

ため、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業が、国からの通知

により全国的に実施されることになった。本事業は、令和元年 11月分の児童扶養

手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対して、17,500 円の給付金を児童扶養手

当に上乗せする形で支給するものである（参考 2-1のとおり）。 

本事業の対象者は、上記対象者の①②のすべての要件に該当する必要があるた

め、まずは、児童扶養手当の受給情報により「令和元年 11月分の児童扶養手当の

支給を受ける父又は母」かつ「ひとり親とみなす事由が未婚又は事実婚解消である

父又は母」の抽出を行い、申請書を交付する。その後、申請書による税情報の使用

を承諾する本人同意を得ることで、申請者の特別区民税・都民税において婚姻歴の

ある者に適用される寡婦（夫）控除に関する情報から、「基準日（令和元年 10 月

31 日）において、これまでに婚姻歴のある者」を確認し、対象者ではない者から

の申請を防止する。上記の手順を踏むことで、本事業を迅速かつ正確に実施するこ

ととする。 

１ 本事業に係る個人情報の流れ 資料 2-1のとおり 

２ 対象者数  約 800人 
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別紙（目的外利用関係） 

◇１．目的外利用（第11条第 2項第5号関係）・・・諮問事項 

 

件名 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業の実施に係る児童

扶養手当情報の目的外利用について 
 

保有元 利用先 

保有課 子ども家庭課 利用課 子ども家庭課 

登録業務の名称 児童扶養手当 登録業務の名称 

未婚の児童扶養手当

受給者に対する臨時・特

別給付事業 

登録業務の目的 

父又は母と生計を同じ

くしていない児童を養育

している家庭等の生活の

安定と自立を助け、児童

の福祉の増進を図るため 

登録業務の目的 

子どもの貧困に対応

するため、臨時・特別の

措置としての給付金の

支給 

登録業務に係る個人情

報の記録媒体 

紙及び電磁的媒体（児

童福祉総合システム） 

登録業務に係る個人情

報の記録媒体 

電磁的媒体（児童福祉

総合システム） 

目的外利用を行う理由 

本事業の対象者は、児童扶養手当受給者であることが給付の要件であることか

ら、対象者の抽出、対象者への勧奨案内、給付等の手続きにおいて、児童扶養

手当の情報が必要なため 

目的外利用を行う情報

項目 

証書番号、事由、受給状況、該当年月、喪失年月日、生年月日、性別、氏名、 

住所、振込先、口座番号、振込名義 

目的外利用を行う際に

使用する記録媒体 
電磁的媒体（児童福祉総合システム） 

目的外利用の時期・期間 本審議会承認日から令和 2年 3月 31日まで 

緊急時の目的外利用に

おける本人通知の状況 
*************************************** 
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別紙（目的外利用関係） 

◇１．目的外利用（第11条第 2項第5号関係）・・・諮問事項 

 

件名 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業の実施に係る特別

区民税・都民税等情報の目的外利用について 
 

保有元 利用先 

保有課 税務課 利用課 子ども家庭課 

登録業務の名称 特別区民税・都民税 登録業務の名称 

未婚の児童扶養手当

受給者に対する臨時・特

別給付事業 

登録業務の目的 
特別区民税及び都民税

の賦課徴収 
登録業務の目的 

子どもの貧困に対応

するため、臨時・特別の

措置としての給付金の

支給 

登録業務に係る個人情

報の記録媒体 

電磁的媒体（住民情報

オンラインシステム） 

登録業務に係る個人情

報の記録媒体 

電磁的媒体（住民情報

オンラインシステム） 

目的外利用を行う理由 

本事業は、未婚の児童扶養手当受給者に対する給付金のため、未婚であるか

の確認が必要となる。下記控除の有無を確認することにより、非対象者からの

申請を防止することができるため 

目的外利用を行う情報

項目 
寡婦（夫）控除の有無、寡婦控除（特別の寡婦）の有無 

目的外利用を行う際に

使用する記録媒体 
電磁的媒体（住民情報オンラインシステム） 

目的外利用の時期・期間 本審議会承認日から令和 2年 3月 31日まで 

緊急時の目的外利用に

おける本人通知の状況 
*************************************** 
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